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スウェーデンモデルからヨーロッパモデルヘ
ースウェーデンのEU加盟-

つ

From the Swedsish model to European madel ? 

Iおはよう、 EU市民」。ダーゲンスニーヘーテ

ル紙の新年号は、もはや星の数と加盟国の数が

一致しなくなったEU旗を手にするカールソン首

相の写真と共に、新しい iEU市民」たちへのあ

いさつで一面を飾った。カールソンの表情には、

11月13日の国民投票を52.2%対46.9%と僅差ながら

乗り切り、 EUメンバ一国として95年を迎えた安

堵が窺える。 しかし、相前後しておこなわれた

ノルウェーの国民投票では、 47.8%対52.2%とこれ

も僅差で加盟が否決されており、実のところ両

国で、結果が入れ違っていても不思議はなかった

のである。社民党の政権復帰後、同党の支持層

のなかで加盟支持派が増大し、これが国民投票

の結果に大きな影響を与えた。しかし、それで

もなお、直前の世論調査では社民党支持層の36%

が加盟に反対しており、賛成派は31%に留まって

いた。カールソンは、今後、党内を二分する論

争で疲弊した社民党に求心力を取り戻すため、

大きな努力を払わなければならないであろう。

社民党内の加盟反対派が憂慮、したのは、この

北欧の小国が巨大なヨーロッパ統合の波にのみ

こまれてしまう可能性である。確かにその可能

性は否定できない。 EUは加盟各国に共通の税制

を求めてはいないが、加盟に伴う税制調整プロ

セスによって、 200億から300億クローナの減収

となると見られ、福祉国家の財政基盤が揺らい

でいくことが懸念されている(ただし40億一50

億クpーナの減収に留まるという試算もある)。

また、少なくともこれまでのところEC経済政策

の基調は完全雇用よりはインフレ抑制を優先さ
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せるものであり、多国籍企業が労働力の安価な地

域に投資を集中させていくソーシャルダンピング

の可能性と相倹って、スウエーデ、ンの雇用がさら

に悪化するかもしれない。環境政策やアルコール

政策での自律性喪失は避けがたい。

これに対して社民党の加盟推進派は反問する。

市場統合に乗り遅れれば、福祉国家を支える産業

基盤は自ずと衰退してしまうのではないか。そも

そもスウェーデ、ンモデルの象徴でもあった労使中

央交渉が解体したのも、スウェーデン企業が多国

籍化し一国レベルの労使関係を尊重しなくなった

からである。国際化の趨勢に対応するためには、

労使関係を欧州レベルで組み直し、社会政策を

EUという舞台の上で展開するほかない。環境政

策にしても、スウェーデンの大気汚染がイギリス

の火力発電やドイツ、フランスの自動車排ガスに

起因しているという現状に一国でどう対応できる

のか、と。社民党や労組の加盟推進派が最終的に

掲げるのは、 一国福祉国家にかわる「欧州福祉国

家Ja.Edling)であり、スウェーデンモデルに代

わる「ヨーロッパモデルJ(L.Nyberg)なので、ある。
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しかしこのような展望に現実性はあるのであ

ろうか。ここで想起したいのは、 EC委員会が80

年代後半から欧州レベルでの社会政策の強化を熱 ー

心に追求してきたという事実である。95年度か

らサンテール新委員長に席を譲ったドロール前

EC委員長が、スウェーデンの国民投票の結果を

聞いて、「この国と入れ替わりにEC委員会を去る

のはまことに残念だ」と述べたと伝えられるのは、

新メンバ一国への単なるリップサービスではある

まい。EC委員会の先頭に立って精力的に欧州社

会政策を推進してきたのがドロールだったからで

あリ、彼にとってスウェーテーンモテールは常にイン

スピレーションの源の一つであったからである。

85年度にドロールのイニシアティブで開始され

た「ソーシャルダイアログJは、欧州労連、欧州

産業連盟、 EC委員会を中心に構成される、いわば

欧州レベルでの労使中央交渉をめざしたものであ

る。 Iρは、以前から欧州労連のなかではきわめて

影響力の大きい存在であったが、 92年には「ソー

シャルダイアログ」の強化に向けた政策を発表し、

これは後に欧州労連の政策として各国労組の共通

目標となった。マーストリヒト条約の付属議定書

は、この「ソーシャルダイアログ」をEU政策過程

のなかに正式に位置づけた。同時にこの議定書は、

EU閣僚理事会が特定多数決によって意志決定で、き

る社会政策領域を大幅に拡大し、 89年に採択され

た欧州社会憲章の実現に一定の見通しを与えた。

さらに、 93年のブリユツセル理事会に提出された

白書「成長、競争力、雇用J(いわゆるドロール白

書)は、初めて欧州レベルでの積極的雇用政策を

提唱した文書として注目されたが、この雇用政策

はスウェーデン社民党のA.ラーソンの欧州雇用政

策プランが下敷きとなっている。

もちろん、スウェーデ、ンモデルのEUへの浸透

は、生やさしい課題ではない。規模という点でも、

文化的な多元性という点でも、労組の組織力とい

う点でも、あるいは政府のキャパシティという点

でも、 二つの社会空間は大きく異なっている。そ

れはむしろ困難に満ちた目標というべきであろ

う。だが、ここで強調しておきたいことは、スウ

ェーデンのEUにおける位置は、決してその人口

や経済規模に比例するだけではないということで

ある。その理念の普遍性ゆえに、スウェーデ.ンの

プレゼンスは存外大きいのである。

1955/1996予算案について(1)
Regeriugeus Budgeぜ'orslag

スウェーデ、ン政府は1月10日の95/96年度予算

を国会に提出した。本稿は、財務省発表の資料お

よび IFRiksdag& Departement!l (95年Nr2)を基

に骨子を紹介するものである。

1.予算案の特徴

今年度の予算案では、新会計年度、経済成長、

雇用増大、健全な国家財政が基礎になっている。

これによると、中央政府の財政赤字は、 94年現在

GDPの13%から96年には7%に減少する。また、中

央政府の負債(対GDP比)は97年には安定し、

98年にはいくぶん減少する。

今後2年間の年次GDP成長率は、 2.5%から3%と

予測されている。投資は向上するが、失業は、 95

年には89年以来最悪に落ち込むであろう。 一方、

インフレは低レベルを保つと考えられている。

今回の予算案およびそれ以前の法案等によっ

て、中央政府の財政は98年以降1130億クローナ以

上補強される。この財政強化は、 GDPの7%強に
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匹敵し、 95年には3%以上、 96年には1.5%、97年と

98年にはそれぞれ1%の効果があるとされている。

これによって財政赤字は、 94年から96年までに、

およそ半減すると見積もられている。

[グラフ]政府の債務 1980-98 対GDP比(%)
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雇用に対する計画
o 

予算草案には、成長と雇用を促進する包括的

行動計画が示されている。この計画は、商業セン

ターにおける雇用促進と教育水準の引き上げから

成っている。加えて、一連の試みは、労働市場に

おいて最も弱い立場にあるグループすなわち若年

層と長期失業者に対して行われている。

この行動計画の遂行に際し、 95年7月から96年

6月の12カ月間、(歳入を減少し財政支出を増加さ

せることで)中央政府の支出は一時的に合計92億

クローナ増加する。政府はこの措置は一回限りの

手段であるとしている。

18カ月会計年度に対する9680億ク口ーナの予算

今年度予算案の会計年度は、 95年7月から96年

12月までの18カ月間に延長されている。この理由

は、国会の決定により、 97年から会計年度をカレ

ンダーイヤーと一致させることになったからであ

る。従って、次回の予算案は96年秋に提出され、

97年を包括する。

18カ月の予算草案では、歳出は新しい会計原則

に原則に基づき合計%前億クローナとされている。

これに対し、経済政策報告書では、財政は多

くの場合12カ月を基礎としており、以前の会計原

則に従っている。歳出は時によって不規則に伸び、

るので、 12カ月の数値は18カ月の数値と直接比較

できないことに注意すべきである。95/96年の全

会計年度は2回秋期を含んでおり、秋期は春期よ

り歳出が多いのである。

12カ月を基礎とした以前の会計原則によると、

95/96年度の財政支出は、合計5870億クローナで

ある。94/95年度の概算財政歳出は、 5860億クロ

ーナである。従って同期間の歳出は変化がないと

言える。一方全歳入はおよそ400億クローナ増加

し、財政赤字は減少する。

[表]政府財政支と借入 (10億クローナ)

収 入 支出 欠損 借入

93/94"10 376.9 554.0 -177.1 233.5 

94/95"1'政府般労 394.4 586.3 -192.0 229.0 

95/96"1'12ヵJJ' 433.9 587.3 回153.4 163.8 

95/96"1'-12ヵJJ2 505.2 675.7 170.5 163.8 

95/96"1:18カJJ' 615.2 833.7 218.5 238.5 

95/96"1'-18カJJ2 724.9 968.4 243.4 238.5 
f 

1 旧会計原則による 2 新会計原則による

中央政府消費の大幅削減

予算案では、中央政府各機関への政府支出金

の削減が提案され、削減額の合計は95/96全会計

年度に24億クローナであり、 98年には56億クロー

ナにのぼる。 98会計年度には政府支出金は11%削

減される。この節約は95年7月1日に始まり、 96年

の終わりには政府支出金の5%が削減される。

経済活動における政府活動の基礎は、社会ケ

アの擁護である。従って中央政府財政を整理統合

するために必要な支出の削減は、移転、補助金、

助成金に集中してきた。

最も大きな削減は、保健社会省の分野で行わ

れている。この分野の出費は98年までに84億クロ

ーナ削減される。この削減によって、 96年1月か

ら児童手当が月に125クローナカットされる。し

かしながらこれは、片親の家庭には適用されない。

予算案

歳入の内訳 (10億クローナ)

所 得 税 104 

社 1ヱミh 保 険 料 等 26 

付 加 価 値 税 295 

国 営 事 業 収 益 29 

E U からの補助金 9 

EU料金の特別控除 6 

そ の 他 6 

借 入 243 

歳 入 tEh 2 計 968 

歳出の内訳 (10億クローナ)

内 閣 3 労働市場省 132 

法務省 29 文化省 7 

外務省 24 工業省 51 

国防省 64 内務省 4 

社会省 272 環境省 3 

交通省 36 国 ~ ミ

財務省 118 国債等利子 129 

教育省 59 その他 19 

農業省 17 歳 出 合 計 968 

r. 
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2.経済的背景

経済活動の好転
「

スウェーデンの経済活動は、好転した。この

回復は、輸出の拡大と産業利益の実質的増進に裏

付けられている。投資もまた向上している。

現在提案されている財政強化は、経済活動と

雇用の回復に悪影響を及ぼすことなく、かなりの

規模に成リ得ると政府は考えている。むしろごの

財政強化は、雇用の安定した発展と持続的な増大

に寄与している。

政府の期待によれば、信用強化政策と経済成

長はスウエーデ、ンクローナを強化し、輸出産業と

国内市場のより良い均衡を創り出す。

今後数年はスウェーデンの預金高は大幅余剰

を示し、従ってスウエーデ、ンは純資本輸出国にな

るであろう。プライベートセクターの高い貯蓄は、

パルメの民主主義

パブリツクセクターの赤字を補う以上になるであ

ろう。

3.財務大臣ヨーラン

・ぺーションのコメン卜

今回の予算案で示された財政の整理統合は、

大変広範囲に及んでいる。これは、政府が財政赤

字と政府の債務という重大な問題に直面している

ことを示している。現在、スウェーデ、ンの経済は

好転している。この機会は、政府の債務を安定化

し、スウエーデ、ンの経済をよりよい方向へと導く

だろう。もし、この機会を逃し、経済状況が下降

したら、我々は変更を余儀なく迫られるであろう。

私は、我々がこれらの問題を克服する能力が

あると確信している。現在幅広い層のスウェーデ

ン市民が、節約の必要性について合意している。

未来に向けて
Democracy of Palme for the future 

ストックホルムの中心部をはしるスペア・ペー

ゲン。この路上でウーロフ・パルメ首相が暗殺さ

れてすでに9年が過ぎた。その暗殺現場から百メー

トルほどゆくとアドルフ・フレデリック教会があ

る。この聖堂の正面の墓所に、パルメは葬られて

いる。棚もなければかしこまった台座もない。彼

の名前が刻まれた墓石が置かれているだけである。

園 U1'4Iii"暗唱田山補則岨・・ 1月30日はパ

ルメの誕生日

だった。生き

ていたら、彼

も68歳。冷戦

体制の崩壊、

ヨーロッパの

統合、激動の

国際社会に、

何と発言し、

行動したこと

だろうか。し

パースディの翌朝の墓石 かし、誕生日

の朝、教会の中や墓石の前を近道として横切って

ゆくだけのストックホル市民の姿からは、もはや

9年前のような追慕の念は見受けられない。否応

なく、時は隔たってしまったかと思われた。
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ところが、日が暮れると、光景は一変してい

た。パルメと社長党のシンボルフラワーである赤

パラが、墓石を埋め尽くしていた。しかもそれら

は花束でなく、一人また一人と持ち寄ったと思わ

れる、 一輪、 二輪といったパラの花々であった。

スウェーデ、ン市民は、パルメのことを忘れていな

かった。

1986年、パルメ暗殺の言卜報を、日本の新聞各

紙は3月1日付

けの夕刊一面

で一斉に伝え

た。「軍縮平和

運動の旗手 J

「護衛をつけな

いことが仇と

なった」、どの

新聞も同じよ

うな見出しだ

った。日本人

の目に映った
LO正面パハナのモニュメントパルメ像、さ

らにいえば、日本人の関心と個性が自ずと現れて

いる。

だが、パルメが求めたものはこれだけだった
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のだろうか。彼の平和に対する活動は、わが国の

憲法9条のようにまず軍備撤廃をすれば事足りる

といったもので、はなかったし、政治家の人気取り

としての「ボヂィーガードなしj と評するのは、

あまりにも日本的見方である。

暗殺から一夜明けたスペア・ベーゲンは、赤

パラを手にした市民で、いっぱいだった。その中の、

一枚のプラカードを持った市民の写真が世界中に

報道された。「なぜ真の民主主義者が殺されたの

だ」と書かれた追悼文。他にも「貧者の友へJ

[あなたは第三世界の暗黒にともる灯だった」と、

イスラム文字、クルド語など、スウェーデ、ン語で

ないものが目立った。

現在日本に住むレーナ・リンダルさんは、暗

パハナ・センターに飾つであったポートレイ卜

殺当時ストックホルムにいた。彼女は「それまで

パルメがどのような人物か、何をしている政治家

かあまり知らなかったj と語っている。ところが、

「彼を偲んで多くの外国人が街に集まっている。

その姿を見て、はじめてパルメという人が、どの

方向にスウエーデ、ンを持っていったか」が分かつ

たという。延べ80ヶ国にもなるという政治亡命者

の受け入れ。「この国が第三世界と共に歩んでい

る固なのが理解できた」と話す。

社民党のフレデリクソン国際局長はインタビ

ューに応じてくれ、パルメを振り返りこう語った。

「彼の言う、そして私たちの政党とこの国の民主

主義とは、貧しいものと富めるものの格差をなく

すことなんですん

民主主義を、せいぜい「多数決、手続きの問

題」と考えている立場からは理解できない定義だ

ろう。同時に「戦後民主主義Jに込められた意味、

「戦争はいやだ。貧しさもご免だ、豊かになろう」

だけに安穏としていても、パルメの理想、は理解で

きない。

「貧しさだけでなく、いたずらな豊かさの享受

にも疑問を呈するj という民主主義観は、彼の死

後もその輝きを失っていない。むしろ、世界的な

環境問題や貧困問題を前に、こうしたパルメの求

めたものは、未来へのキーワードとなる。

「民主主義は病んでいる」とパルメは政き、政治

に身を投じた。若き日のアメリカ留学時、世界中の

富を集めたような大国で、黒人やヒスパニック系の

人々の貧困ぶりを目の当たりにしたときのことだ。

そして、平和を説くことだけでなく、圏内の経済、

社会的貧困者と痛みを分かち合い、同様の行動を第

三世界各国にも広げるというパルメ・スウエーテ。ン

流の国際活動が積み上げられていった。

今も彼の名前で多くの援助活動が行われてい

る。その代表ともいえる「ウーロン・パルメ・国

際センターJでは、第三世界の労働運動と社会開

発をサポートしていた。こうした分野の国際活動

も、「非軍事的国際貢献をJと日本人が本気で言

うのなら、さらに注目されなければならない。来

年は、彼が亡くなって10年となる。パルメの理念

がさらに注目され、深く知られるための格好の機

会である。

『子どもの権利(MyRights) J]を翻訳して
百leimpression of making public the pamphlets “My Rights" Japane 

スウェーテーンの子ども達にとって、「子どもの

権利条約」が、どのようにうけとられているのだ

ろうか、という疑問をもって昨夏もストックホル

ムを訪ねた。

レッダ・パルネンというNGOで『私の権利』
v 

というブックレットをもらってひ、っくりした。5

~8才、 9~12才、 13~18才の年令別の3部作であ

る。つまり子どもの成長や発達にあわせた権利の

遠山真学塾主宰 小笠 ま史
Mr.T;必(eshiOgasa 

ミニマム・エッセンシャルズが、わかりやすい言

葉とイラストで表現されているのである。

5~8才向の 『私の権利』 を例にとって紹介し

てみよう。会員の方の多くが、スウェーデン語を

ごぞんじだとは思うが、他の方のためをも考慮し、

英語版に拠る。

この条約は、全54条の大きなものだが、低学年

の子ども遂には、つぎの10項目をとりあげている。
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利とはなにか、という抽象的な問題が、それほど

f 簡単に理解されているともいえないだろう。

しかし、他方で小さいときからの権利教育に

よって、権利の内容をすこしずつ身につけていく

ことはできる。

教育の目的に、平等や連帯を標携し、ノーマ

ライゼーションのために教育のインテグレーショ

ンが必要だという考え方も、多くの国民のコンセ

ンサスをf尋ている。

このブックレツトも、 子どもにとって、いちば

ん必要な権利の基本概念が、このような簡単な字

句とイラストによってあたえられ、はぐくまれる

のだ、という確信をもっていることを示している。

翻って日本の子どもの権利感覚が、いまどう

いう状況か、を考えてみてゾ、ツとした。いじめに

よる自死や不登校・ 登校拒否の子ども達がますま

す増加している。子どもの生きる権利をふみにじ

る学校や社会があり、またブルセラやテレクラに

自らのアイデンティティーを見いだそうとする子

どもや若者も多い。

スウェーデンでかつて聴いた言葉に「子ども

は社会の宝Jがあった。ゆりかごからの子どもに

託する社会の希いが、みごとにいい表されている。

この 『私の権利』を日本評論社が翻訳し、私

も監訳者として参加して3月末に刊行することに

なった。全国の学校や図書館に一冊でも多く備え

てもらえたら、と希っている。もちろん、スウェ

ーデン社会研究所の皆様にもスウェーデ、ンの子ど

も達のいま、を知っていただければこの上ない幸

せでもある。

これがおそらくスウェーデ‘ンの子どもの権利のミ

ニマム・エツセンシャルズといえるものだろう。

量三迄，もの.

議耕金

rMy RightsJ ( 5才~8才) の内容

1. All children are impo武田ltand so arn 1 

2. All duldren have the right to a narne of their own. 

3. 1凶vetherightωbewith both mymum and my dad. 

4. Nobody is allowed to spank me or rnake fim of me. 

5. 1 have the right to a g∞d life. 

6. 1 have the right to get help when 1 arn not feeJing well. 

7. 1 have the rightωsay油 atIthink. 

8. 1 have the rightωplay. 

9. 1 have the rightωlωmrnany白血19satnぼserysch∞l

andin凶1∞L

10. You and 1 and all other children have the rightめlive

wi血outfiωr.

これだけ r，，-，は~の権利をもっているj と小さ

いときから教えられ、学んでいけば、子どもの権

利の一端を身につけていくことができるだろう。

スウェーデンの子どもにとっても、おそらく

権利という言葉のむずかしさはあるはずだし、権

視聴覚教室

《次回研究会のご案内》

記

6月30日(金) 午後6:00"，-， 8:00

木下澄代氏(デンマーク在住)

~ 20年住んで見たデンマークの福祉』

飯田橋駅 セントラルプラザ6階(通称ラムラ)

東京社会福祉センター

「北欧の福祉 ・文化研究会j事務局

ft03-5261-8899 (ビネパル出版)

会員 無料。 一般参加 し 000円。

時

師

題

場

連絡先

日

講

演

会

費

今回は北欧の福祉・文化研究会 ・北欧友の会(財)←スウェーデ、ン交流センターと共

同開催します。連絡は直接北欧の福祉・ 文化研究会にお願い致します。定員100名。

皆様のご参加をお待ち申し上げております。
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